
①基本料金（要介護の方・1回の料金）

②基本料金(要支援の方・1ヶ月の料金）

③加算

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上

配置し心身の状態の維持向上に資すると認められ

るもの。

（介護予防）栄養アセスメント加算 50 527円 52円 105円 158円
管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメ

ントを行った場合(1月につき）。

（介護予防）運動機能向上加算 225 2,373円 237円 474円 711円

情報を厚生労働省に提出していること等

(Ⅰ月につき）。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ） 22 232円 23円 46円 69円

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

70/100以上。勤続年数10年以上の介護福祉士の占

める割合が25/100以上。

科学的介護推進体制加算 40 422円 42円 84円 126円

1,820円 2,731円

管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメ

ントを行った場合(1月につき）。

入浴介助加算(Ⅰ） 40 422円 42円 84円 126円
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設

備。

栄養アセスメント加算 50 527円 52円 105円 158円

リハビリテーションマネジメント加算

通所リハビリテーション計画の同意を得た日から

（1月につき）。

(Ａ)ロ ６月以内 593 6,256円 625円 1,251円 1,876円

(Ａ)ロ ６月を超えた日から 273

(Ｂ)ロ ６月を超えた日から 543 5,728円 572円 1,145円 1,718円

2,880円 288円 576円 864円

(Ｂ)ロ ６月以内 863 9,104円 910円

リハビリテーション提供体制加算 指定通所リハビリテーション事業所であること

（利用回数ごと）。6時間以上7時間未満の場合 24 253円 25円 50円 75円

加算の種類 基本単位 利用料金
負担額

算定要件
1割 2割 3割

要支援2 3,999 42,189円 4,218円 8,437円 12,656円

要支援1 2,053 21,659円 2,165円 4,331円 6,497円

要介護度 基本単位 利用料金
利用者負担額

1割負担 2割負担 3割負担

要介護５ 1,281 13,514円 1,351円 2,702円 4,054円

要介護４ 1,129 11,910円 1,191円 2,382円 3,573円

要介護３ 974 10,275円 1,027円 2,055円 3,082円

要介護２ 844 8,904円 890円 1,780円 2,671円

要介護１ 710 7,490円 749円 1,498円 2,247円

6時間以上7時間未満

要介護度 基本単位 利用料金
利用者負担額

1割負担 2割負担 3割負担

要介護５ 487 5,137円 513円 1,027円 1,541円

要介護４ 455 4,800円 480円 960円 1,440円

要介護３ 426 4,494円 449円 898円 1,348円

1時間以上2時間未満

要介護度 基本単位 利用料金
利用者負担額

1割負担 2割負担 3割負担

要介護２ 395 4,167円 416円 833円 1,250円

要介護１ 366 3,861円 386円 772円 1,158円



④自費（介護保険対象外の料金）

※1日利用の方は昼食代（おやつ代含む）がかかります。入浴される方は食費に日用品費がプラスで自費になります。

※通常の実施地域を超えた範囲の送迎（1kmにつき）に関しては、税込み価格の表示となっております。

昼食（おやつ代含む） 650円 おむつ代（紙パンツ・テープ止めおむつ） 200円

教養娯楽費 実費

理美容費 2,200円 通常の実施地域を超えた範囲の送迎（1㎞につき）（課税対象項目） 130円

日用品費 50円 尿取りパット 25円

通所リハ口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ） 5 52円 5円 10円 15円

利用者の口腔の健康状態、栄養状態の確認を行

い、その情報を介護支援相談員に提供しているこ

と等（口腔・栄養）。

項目 料金 項目 料金

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護職員等ベースアップ加算

介護報酬総単位数4.7％に相当する単位数

介護報酬総単位数2.0％に相当する単位数

介護報酬総単位数1.0％に相当する単位数

・キャリアパス要件

・月額賃金改善要件

・職場環境等要件

利用者の情報を厚生労働省に提出。その情報を活

用していること。

（介護予防）サービス提供体制加算(Ⅰ）- 1 88 928円 92円 185円 278円
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が70/100以上。かつ勤続10年以上の介護福祉士の

占める割合が25/100以上であること。
（介護予防）サービス提供体制加算(Ⅰ）- 2 176

（介護予防）科学的介護推進体制加算 40 422円 42円 84円 126円

1,856円 185円 371円 556円


